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資料３ 

金谷地区交通空白地有償運送の更新登録（案）について 

 金谷地区において令和７年12月から実証運行を開始している交通空白地有償

運送について、運行の継続に必要な自家用有償旅客運送の登録に係る有効期間

の更新を行うため、道路運送法第79条の６及び同法施行規則第51条の10の規定

により、更新登録申請書を関東運輸局千葉運輸支局に提出する。 

 なお、更新登録後の登録期間は３年となる見込みのため、現在の登録有効期限

の３年後の令和11年６月５日までとなる予定である。 

 

【参考】 

道路運送法 

（登録の有効期間） 

第七十九条の五 第七十九条の登録の有効期間（次条第一項の有効期間の更新の登録を

受けた場合における当該有効期間の更新の登録に係る第七十九条の登録の有効期間を

含む。以下同じ。）は、登録の日から起算して二年とする。ただし、次の各号に掲げる

場合については、それぞれ当該各号に定める期間とする。 

一 次条第一項の有効期間の更新の登録を受けようとする者が、従前の第七十九条

の登録の有効期間において次のイからハまでのいずれにも該当する場合（次号に

掲げる場合を除く。） 三年 

イ 第七十九条の九第二項の規定による命令を受けていないこと。 

ロ 第七十九条の十の規定による届出に係る自家用有償旅客運送自動車の転覆、

火災その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしていないこと。 

ハ 第七十九条の十二第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令を受

けていないこと。 

二 第七十九条の登録を受けようとする者が事業者協力型自家用有償旅客運送を

行う者である場合又は次条第一項の有効期間の更新の登録を受けようとする者

が事業者協力型自家用有償旅客運送を行う者であつて前号イからハまでのいず

れにも該当する場合 五年 

 

（有効期間の更新の登録） 

第七十九条の六 第七十九条の登録の有効期間満了の後引き続き自家用有償旅客運送を

行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の行う有効期間

の更新の登録を受けなければならない。 

２ 第七十九条の三及び第七十九条の四の規定は、有効期間の更新の登録について準用

する。この場合において、第七十九条の三第一項第二号中「登録番号」とあるのは、「登

録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替えるものとする。 
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３ 第七十九条の登録の有効期間の満了の日までに更新の登録の申請があつた場合にお

いて、その申請について前項において準用する第七十九条の三第二項又は第七十九条

の四第二項の通知があるまでの間は、従前の第七十九条の登録は、その登録の有効期間

の満了後も、なおその効力を有する。 

４ 前項の場合において、有効期間の更新の登録がなされたときは、第七十九条の登録の

有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

 

道路運送法施行規則 

（申請書に添付する書類） 

第五十一条の三 法第七十九条の二第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなけ

ればならない。 

一 特定非営利活動法人等にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役

員の名簿（第四十八条第二号及び第十号に掲げる者にあつては、これらに準ずるもの） 

二 路線を定めて自家用有償旅客運送を行おうとする者にあつては、次に掲げる事項を

記載した路線図 

イ 路線 

ロ 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイ

に掲げる事項 

三 法第七十九条の四第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない旨を証する

書類 

四 地域公共交通会議等において協議が調つていることを証する書類（第五十一条の七

第二号に該当する場合にあつては、同号の地域公共交通計画） 

五 自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類 

六 自家用有償旅客運送自動車の運転者が、第五十一条の十六第一項に規定する要件を

備えていることを証する書類 

七 福祉自動車（第四十九条第二号イからトまでに掲げる者が移動のための車いすその

他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置その他の装置

を有する自動車をいう。以下同じ。）以外の自動車を使用して福祉有償運送を行おうと

する者にあつては、自家用有償旅客運送自動車の運転者その他の乗務員が第五十一条

の十六第三項に規定する要件を備えていることを証する書類 

八 第五十一条の十七第一項に規定する運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載し

た書類 

九 第五十一条の二十四に規定する自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者及び

整備管理の体制を記載した書類 

十 第五十一条の二十五第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者及び

連絡体制を記載した書類 
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十一 第五十一条の二十六に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅

客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを

証する書類 

十二 特定非営利活動法人等が行う福祉有償運送にあつては、運送しようとする旅客の

名簿 

十三 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送の用に

供する自家用有償旅客運送自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類 

十四 特定自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該特定自動運行旅客運

送に係る道路交通法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第

一項の許可の見込みに関する書類 

 

（有効期間の更新の登録） 

第五十一条の十 法第七十九条の六第一項の規定により有効期間の更新の登録を申請し

ようとする者は、次に掲げる事項を記載した更新登録申請書を権限行政庁に提出しな

ければならない。 

一 名称及び住所並びに代表者の氏名 

二 登録番号 

三 自家用有償旅客運送の種別 

四 第五十一条の二に規定する事項 

五 運送しようとする旅客の範囲 

六 事業者協力型自家用有償旅客運送を行おうとする者にあつては、当該運送に協力

する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所 

２ 前項の更新登録申請書には、第五十一条の三に規定する書類及び登録証を添付しな

ければならない。ただし、同条第一号、第二号及び第五号から第十四号までに掲げる書

類については、既に権限行政庁に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、

その添付を省略することができる。 

３ 第一項の更新登録申請書は、有効期間の満了の日までに提出するものとする。 

４ 第五十一条の六の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合におい

て、「法第七十九条の三第一項」とあるのは「法第七十九条の六第二項において準用す

る法第七十九条の三第一項」と、「登録番号」とあるのは「登録番号並びに有効期間の

更新の登録の年月日」と読み替えるものとする。 

 



（案） 
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様式第１－２号 

令和８年  月  日 

 

関東運輸局 千葉運輸支局長 殿 

 

 

名    称   社会福祉法人金谷温凊会    

住    所   千葉県富津市金谷 1912番地２  

代表者の氏名   理事長 平嶌 一良      

 

 

 

自家用有償旅客運送の更新登録の申請 

（交通空白地有償運送に係る協議部分のみ） 

 

 

 このたび、自家用有償旅客運送の有効期間の更新を行いたいので、道路運送法第７９条

の６及び同法施行規則第５１条の１０の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

  

記 

 

１．名称、住所、代表者の氏名 

  名    称 社会福祉法人金谷温凊会 

  住    所 千葉県富津市金谷 1912番地２ 

  代表者の氏名 平嶌 一良 

 

２．登録番号 

関千交第７号 

 

３．自家用有償旅客運送の種別 

交通空白地有償運送 

 

４．運送の区域 

区 域 備 考 

交通空白地有償運送  

富津市南部地域（天羽地区）及び鋸南町北部地域（保田地区） 

 

 

５．事務所の名称及び位置 

事務所の名称 位      置 

社会福祉法人金谷温凊会 千葉県富津市金谷 1912番地２ 
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６．事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数 

（交通空白地有償運送） 

事務所の名称 
所 有 

区 分 

寝台車 

（軽） 

車いす車 

（軽） 

兼用車 

（軽） 

回転シート車 

（軽） 

セダン等 

（軽） 

合 計 

（軽） 

社会福祉法人金

谷温凊会 

所 有 
０ 

（  ） 

０ 

（０） 

０ 

（  ） 

０ 

（  ） 

３ 

（３） 

３ 

（３） 

持 込 
 

( ) 

※ 

( ) 

 

( ) 

※ 

( ) 

 

( ) 

※ 

( ) 

 

( ) 

※ 

( ) 

 

( ) 

※ 

( ) 

 

( ) 

※ 

( ) 

合 計 
０ 

（  ） 

０ 

（０） 

０ 

（  ） 

０ 

（  ） 

３ 

（３） 

３ 

（３） 

軽自動車については、（ ）内に内数で記載すること 

※セダン等（軽）のうち１台は福祉有償運送車両と兼務 

 

７．運送しようとする旅客の範囲 

（交通空白地有償運送） 

富津市金谷地区住民 

 

８．運送の区域ごとの対価の額（必要に応じ関係資料を添付のこと） 

（交通空白地有償運送） 

別添「交通空白地有償運送運行区域（社会福祉法人金谷温凊会）」のとおり 

 

９．添付書類 

（１）定款又は寄付行為、登記事項証明書、役員名簿（変更がある場合のみ） 

（２）路線図（別添「交通空白地有償運送運行区域（社会福祉法人金谷温凊会）」） 

（３）法第７９条の４第１～４号に該当しない旨を証する書類（様式第３号） 

（４）地域公共交通会議等において協議が調ったことを証する書類（様式第１－５号） 

（５）自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類（変更がある場合のみ） 

（６）運転者が必要な要件を備えていることを証する書類（変更がある場合のみ） 

（７）運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類（変更がある場合のみ） 

（８）整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類（変更がある場合のみ） 

（９）事故発生時の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類（変更がある場合のみ） 

（10）自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の生命、身体又は財産の損害を賠 

償するための措置を講じていることを証する書類（変更がある場合のみ） 
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   様式第３号 

 

関東運輸局千葉運輸支局長 殿 

 

 

宣  誓  書 
 

 当法人における役員の全員が、道路運送法第７９条の４第１項第１号から第４号までの

いずれにも該当しないことを宣誓致します。 

 

 令和８年  月  日 

 

名    称  社会福祉法人金谷温凊会   

住    所  千葉県富津市金谷 1912番地２ 

                  代表者の氏名  理事長 平嶌 一良     



佐貫地区

湊地区周辺

交通空白地有償運送運行区域（社会福祉法人金谷温凊会）

富津浅間山BS
天羽行政センター

JR上総湊駅

峰上地区

JR竹岡駅

天神山地区

竹岡地区東京湾フェリー

金谷コミュニティセンター

吉田屋湊店

コメリ

原田内科

JR上総湊駅にて接続

JR浜金谷駅

JR保田駅

道の駅 保田小

国保鋸南病院

おどや鋸南店

鋸南やまだ内科

鋸南保田口

太田屋商店

金谷地区

鋸南町保田地区周辺

（着色部が運行範囲）

ｖ

デマンド型交通（火・金曜日 AM8:00～PM4：00）

…駅

…バス停

…公共施設

…病院・商業施設等

…竹岡線（東京湾フェリー系統 全日３便）

…鋸南町コミュニティバス（平日のみ５便、鋸南町内循環）

ｖ

旅客から収受する対価について

〇定額制 １回の乗車につき、一人当たり

金谷地区内「500円」湊地区周辺への移動「1,200円」

鋸南町保田地区周辺への移動「700円」

複数人が乗車する場合は、1人200円の割引適用

⇒金谷地区内「300円」湊地区周辺への移動「1,000円」

鋸南町保田地区周辺への移動「500円」

７



（案） 
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様式第１－５号 

 

令和８年 月 日   

 

 関東運輸局 千葉運輸支局長 殿 

 

 

地域公共交通会議等において協議が調ったことを証する書類 

 

 

 申請のあった自家用有償旅客運送については、下記のとおり地域公共交通会議等におい

て、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ、地域住民等の旅客輸送を

確保するために必要であるとの協議が調ったので、その旨証明します。 

 

 

記 

 

１．自家用有償旅客運送の種別 

交通空白地有償運送 

 

２．地域公共交通会議等の名称及び対象市町村 

  （名   称）富津市地域公共交通会議 

  （対象市町村）富津市 

 

３．地域公共交通会議等にて協議が調った年月日 

  令和 年 月 日 

 

４．運送主体の名称、住所、代表者の氏名 

  （名    称） 社会福祉法人金谷温凊会 

  （住    所） 千葉県富津市金谷 1912番地２ 

  （代表者の氏名） 理事長 平嶌 一良 

５．調った協議の内容 

（１）路線又は運送の区域 

富津市南部地域（天羽地区）及び鋸南町北部地域（保田地区） 

（２）旅客から収受する対価（対価の内容を添付すること） 

   別添のとおり 

（３）運送しようとする旅客の範囲 

   富津市金谷地区住民 

６．その他特記事項 

 

              令和８年 月 日 

              富津市地域公共交通会議会長  中 山 正 之 
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資料３ 参考資料 
社会福祉法人金谷温凊会 交通空白地有償運送の概況 

 

運
送
主
体 

法人名 社会福祉法人金谷温凊会 

代表者名 理事長 平嶌 一良 

事業所所在地 富津市金谷 1912番地２ 

法人の活動内容（目的）  この社会福祉法人は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して

総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳

を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ

自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう支援すること

を目的とする。 

更新登録申請の経緯 交通空白地有償運送の初回登録 令和７年 11月 19日 

自家用有償旅客運送者の登録有効期限 令和８年 6月５日 

※登録更新承認後は、3年後の令和１１年６月５日となる予定 

項目 自家用有償旅客運送（交通空白地有償運送） 

運送を必要とする理由 既存の公共交通では移動手段の確保が困難な交通空白地であり、移動困難

者の生活交通手段の確保に必要 

運送対象者の態様 富津市金谷地区住民 

実証運行開始日 令和７年 12月 19日 

登録世帯数 51世帯（73人）※R７年 12月末時点 

運送の区域 富津市南部地域（天羽地区）及び鋸南町北部地域（保田地区） 

使用車両 ３台 

運転者数 1３名（交通空白地有償運送においては、通常３名で運行） 

免許種別、資格・講習 １種免許保有者については国認定講習を受講 

過去３年間の免許停止 全員過去３年間において免許停止を受けていない。 

損害賠償限度額 交通空白地有償運送車両においては対人・対物無制限 

運送の対価 別添「交通空白地有償運送運行区域（社会福祉法人金谷温凊会）」のとおり 

管
理
運
営
体
制 

運行管理責任者及び代務者の選任 選任している。 

整備管理責任者の選任 選任している。 

事故対応責任者の選任 選任している。 

苦情処理責任者の選任 選任している。 

法
令

遵
守 

１年以上の懲役又は禁錮の刑 全員が懲役又は禁錮の刑を受けていない。 

登録の取消し なし 
 
 


